
募
　
　
集

相
　
　
談

就
　
　
職

くらしの情報

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

法
の
日

司
法
書
士
無
料
法
律
相
談
会

　

不
動
産
登
記
関
係(

相
続
・
売

買
な
ど
）、
商
業
・
法
人
登
記
関
係
、

多
重
債
務
関
係
、
裁
判
手
続
き
関

係(

１
４
０
万
円
を
越
え
な
い
簡

易
裁
判
所
の
民
事
裁
判
手
続
、
成

年
後
見
関
係)

の
相
談
会
を
開
催

し
ま
す
。

■
日
時

　

10
月
15
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

※
予
約
不
要

　
（
受
付
は
午
後
２
時
30
分
ま
で
）

■
会
場

　

道
の
駅　

思
川　

　

小
山
評
定
館
（
研
修
室
）

■
相
談
時
間

　

１
相
談
者
あ
た
り
お
お
む
ね
30

分
間

■
主
催

　

栃
木
県
司
法
書
士
会

■
問
い
合
わ
せ
先

　

県
司
法
書
士
会
小
山
支
部

　

横
須
賀

　

☎（
27
）７
９
９
７

栃
木
矯
正
展
を
開
催
し
ま
す

　

法
務
省
が
提
唱
す
る
「
社
会
を

明
る
く
す
る
運
動
」
の
一
環
と
し

て
、
刑
務
所
や
少
年
院
等
矯
正
施

設
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
く
こ
と
を
目
的
に
矯
正
展
を
開

催
し
ま
す
。

■
日
時

　

10
月
１
日
㈰

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時

■
場
所

　

栃
木
刑
務
所

　

栃
木
市
惣
社
町
２
４
８
４

■
内
容

・
刑
務
所
作
業
製
品
の
展
示
販
売

・
所
内
見
学

・
太
鼓
、
空
手
の
演
武

・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
来
所(

と
ち
ま

る
、
と
ち
介
）

・
パ
ト
カ
ー
、
白
バ
イ
、
消
防
車

等
の
展
示

・
広
報
コ
ー
ナ
ー(

テ
ー
マ
「
地

域
と
と
も
に
再
犯
防
止
」）

・
性
格
診
断
、
適
職
診
断

■
そ
の
他

　

入
場
料
は
無
料
で
す
。
会
場
に

は
駐
車
場
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
刑
務
所

　

☎
０
２
８
２（
27
）９
６
１
１

自
治
医
科
大
学
附
属
病
院

「
が
ん
患
者
と
家
族
の
サ

ロ
ン
」
に
つ
い
て

　

自
治
医
科
大
学
附
属
病
院
で
は
、

「
が
ん
患
者
と
家
族
の
サ
ロ
ン
」

を
開
催
し
ま
す
。

　

病
気
と
の
向
き
合
い
方
を
学
ん

だ
り
、
話
し
合
い
の
時
間
を
持
っ

た
り
す
る
場
で
す
。

　

が
ん
の
種
別
は
問
い
ま
せ
ん
。

ど
な
た
で
も
、
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

　

医
師
・
看
護
師
・
薬
剤
師
・
管

理
栄
養
士
・
社
会
福
祉
士
・
理
学

療
法
士
・
臨
床
心
理
士
・
事
務
職

員
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

■
日
時　
９
月
14
日
㈭

　
　
　
　

午
後
２
時
～
４
時

■
場
所　
自
治
医
科
大
学
附
属
病

院 
本
館
地
下
１
階
ス
タ
ッ
フ
ラ

ウ
ン
ジ

■
内
容

・
ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー
「
医
療
費
に

つ
い
て
知
ろ
う
」

・
自
由
な
語
り
合
い

・
リ
ラ
ク
セ
ー
シ
ョ
ン
体
験

■
参
加
費　
無
料

■
問
い
合
わ
せ
先

　

自
治
医
科
大
学
附
属
病
院
が
ん

相
談
支
援
室

　

☎（
58
）７
１
０
７

■
支
給
制
限

　

次
の
い
ず
れ
か
の
事
項
に
該
当

す
る
と
き
は
、
手
当
の
受
給
が
で

き
ま
せ
ん
。

・
児
童
ま
た
は
請
求
者
が
、
日
本

国
内
に
住
ん
で
い
な
い
と
き

・
児
童
が
障
が
い
を
支
給
事
由
と

す
る
公
的
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
き

・
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
等
（
保

育
所
・
通
所
施
設
・
障
が
い
児
入

所
施
設
へ
の
親
子
入
所
を
除
く
）

に
入
所
し
て
い
る
と
き

※
請
求
者
や
配
偶
者
及
び
扶
養
義

務
者
の
所
得
が
制
限
基
準
額
以
上

で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
年
の
８
月

か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の
手
当
が
支

給
停
止
に
な
り
ま
す
。

■
現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ

れ
て
い
る
方
は
、
省
令
に
基
づ
き

例
年
８
月
～
９
月
に
「
現
況
届
」

を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

対
象
の
方
に
は
８
月
に
通
知
書

を
発
送
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
必

ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
福
祉
課

　

☎（
32
）８
９
０
０

　

（
32
）８
６
０
１

特
別
児
童
扶
養
手
当
の

お
知
ら
せ

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
心
身

に
障
が
い
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児

童
を
監
護
し
て
い
る
父
母
ま
た
は

養
育
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
対
象
者

○
手
当
１
級
相
当

・
身
体
障
が
い
者
手
帳
の
判
定
が

お
お
む
ね
１
・
２
級
（
内
部
的
疾

患
含
む
）
程
度
に
該
当
す
る
児
童

・
療
育
手
帳
の
判
定
が
Ａ
程
度
、

ま
た
は
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉

手
帳
１
級
程
度
に
該
当
す
る
児
童

○
手
当
２
級
相
当

・
身
体
障
が
い
者
手
帳
の
判
定
が

お
お
む
ね
３
級
（
内
部
的
疾
患
含

む
）
程
度
に
該
当
す
る
児
童

・
日
常
生
活
が
著
し
い
制
限
を
受

け
る
程
度
の
知
的
障
が
い
、
も
し

く
は
精
神
障
が
い
の
児
童

■
４
月
か
ら
の
手
当
の
額

・
１
級　

月
額
５
１
，
４
５
０
円

・
２
級　

月
額
３
４
，
２
７
０
円

■
支
給
月

　

４
月（
12
～
３
月
分
）・
８
月（
４

～
７
月
分
）・
11
月（
８
～
11
月
分
）

※
申
請
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
が

開
始
さ
れ
ま
す
。
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